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令和４年１２月定例教育委員会 議事録 

日  時 令和４年１２月１４日（水） ９時００分 ～ ９時３６分まで 

開催場所 文化センター ２階 研修室 

出 席 者 

（教育委員） 

教 育 長 山口 和良    教育長職務代理 長島 忠行 

委   員 田中 知子    委     員 小出 朗 

委   員 萩原 奈津季 

（事務局） 

事務局長   髙𣘺 淳巳   教育総務室長  髙田 千鶴子 

学校教育室長 大友 武見   生涯学習室長  永井 美和子 

教育総務室  岸 美和子（書記） 

議 題 

議案第５９号 吉岡町教育委員会事務局職員服務規程の一部を改正する訓令 

議案第６０号 吉岡町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部を改正

する規則 

議案第６１号 吉岡町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の一部を改正す

る訓令 

議案第６２号 吉岡町子ども読書活動推進計画策定委員の任命及び委嘱について 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１．開会】 

これより令和４年１２月定例教育委員会を開会する。 

○１１月定例会の議事録について 

  → 異議なく、原案のとおり承認 

 

【２．議事録署名委員指名】 

小出委員と萩原委員を指名。 

 

【３.教育長報告】 

１ 駒小における県先進プログラミング教育実践モデル校研究会（12/6）に参加して 

    6 年生のプログラミング学習を見て、非認知的能力を育てることにつながる実

感を得た。メタ認知（自分を客観的に見る）の力を育むことが大切で、こういう

学びの力を教師がどう評価するのか今後の課題である。 

  

 2 経過報告 

 

3 今後の予定（主なもの） 

    ・12/16 中部地区人事会議 
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小出委員 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長島職務代

理 

生涯学習室

    ・12/23 県教育イノベーション会議（Web実施） 

    ・1/8  吉岡町 二十歳のつどい 

 

以上、教育長報告とする。 

 

 （質疑なし） 

 

【４．議事】 

<一括審議> 

○議案第５９号 吉岡町教育委員会事務局職員服務規程の一部を改正する訓令 

○議案第６０号 吉岡町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部を改

正する規則 

（学校教育室長が説明：概要） 

  国家公務員の定年引き上げに伴い、地方公務員も 60歳から 65 歳へ段階的に引き上

げられることによる、定年前の再任用短時間勤務の制度、管理監督勤務上限年齢によ

る後任及び転任の制度を設けることによる改正である。 

 

<質疑> 

  60 歳になったら短期に移行する方が多いのか。 

 

  今までと同じように 60歳で役職定年により課長職を降りて主任クラスになるかと。

今は再任用職員という職があるが、それが正職として 65 歳まで働くようなかたちで

ある。基本的には短期よりも後のことを考えると 65 歳まで働いた方が良いかと。 

  

  → 異議なく、原案のとおり決定 

 

<一括審議> 

○議案第６１号 吉岡町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の一部を改正

する訓令 

○議案第６２号 吉岡町子ども読書活動推進計画策定委員の任命及び委嘱について 

（生涯学習室長が説明：概要） 

 委員会組織の見直しに伴う改正。H28年度に計画したものを今回、第２次としてR４

年度から５か年計画の策定を行う９名の委員の任命及び委嘱をしたい。 

 

<質疑> 

 委員の２名増員は、図書館長ともう１名は誰になるのか。 

 

 学校教育室長と生涯学習室長の室長が１名増となる。 
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長 

小出委員 

 

生涯学習室

長 

小出委員 

 

 

生涯学習室

長 

学校教育室

長 

 

小出委員 

 

生涯学習室

長 

 

 

 

田中委員 

 

生涯学習室

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員はだいたい教育関係者であるのか。また、わらべの会の会長は民間の方か。 

 

  ３名は各校の図書主任の教諭、わらべの会の会長は民間の方である。 

 

  今回第２次の計画に取り掛かるとのことだが、第１次の計画はどこで見ることがで

きるのか。 

 

  町のホームページの計画カテゴリーに掲載している。 

 

  補足で、先ほどのわらべの会は、各小学校の朝の読書活動での読み聞かせや、町図

書館でも定期的に読み聞かせ活動を行っている会である。 

 

  謝礼の項目があるが、どういうケースにいくらぐらいなのか。 

 

  教諭、教育委員会事務局職員については、職務時間内で派遣依頼をして会議に参加

となり、謝礼が出るのは、わらべの会の会長となる。町の条例、規則等で決められた

ものを引用すると半日 4,400円となる。実際の会議は１～２時間程度で進めようと考

えているので、それより少なくなると思われる。 

 

  子ども読書活動推進計画の内容はどのようなものか。 

 

  計画の目的は、吉岡町のすべての子どもがあらゆる機会、あらゆる場所において自

主的に読書活動を行うことができるように子ども読書活動の推進に関する法律及び

群馬県子ども読書活動推進計画に基づき策定する計画であり、吉岡町の子ども読書活

動の推進に関する施策の方向性や組織を示すものである。 

 

 → 異議なく、原案のとおり決定 

 

【５．事務局報告】 

○令和４年第４回吉岡町議会定例会の議決報告について 

（事務局長が説明：概要） 

 一般会計補正予算可決 

 

 → 質疑なし 

 

○令和４年度要保護・準要保護児童生徒の認定について 

（学校教育室長が説明：概要） 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・11 月の申請無し 

・家計急変の申請無し 

 

→ 質疑なし 

 

〇学校のコロナ対応について 

（学校教育室長が説明：概要） 

  前回の定例会から昨日までの間、町立学校で 12 クラス学級閉鎖。（現在閉鎖中は 6

クラス） 

 

  → 質疑なし 

 

【６．閉会】 

 以上もって、令和４年１２月定例教育委員会を閉会する。  

 

（閉 会   ９時３６分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


